
 

万場町支店のお取引様へ 

新庄信用金庫 

 

 

日頃より新庄信用金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

この度、昭和５１年より皆様からご愛顧いただいております万場町支店について、令和２年１１月１３日

（金）を最終営業日とし、令和２年１１月１６日（月）より、その業務を本店（新庄市本町２番９号）に

統合することにいたしました。 

つきましては、以下に店舗統合に係る事項につきまして記載しましたので、ご確認していただきますよ

うお願い申し上げます。 

店舗統合後の本店におかれましても、従前同様のご愛顧をいただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

① 店舗名等の変更について 

令和２年１１月１６日よりお取引の店舗名と店舗コードは以下のとおりに変更となります。 

 令和２年１１月１３日（金）迄 令和２年１１月１６日（月）以降 

店 舗 名 万場町支店 本店 

店舗コード ０３４ ０２９ 

 

② 通帳・証書等の口座番号およびキャッシュカード並びにローンカードについて 

お客様にご使用いただいております通帳・証書およびキャッシュカード等については、口座番号の変

更はございませんので、そのまま引き続きご使用いただけます。 

但し、通帳式の定期預金および積立定期預金については、令和２年１１月１６日（月）から１年間ご

使用しなかった場合は、ご使用できなくなりますので、１年以内に当金庫の本支店の窓口又は当金庫

の現金自動受払機（ＡＴＭ）にてご使用いただきますようお願い申し上げます。 

 

③ ＡＴＭをご利用のお客様へ 

現在の万場町支店のＡＴＭにつきましては廃止とさせて頂きます。大変恐れ入りますが、本店のＡＴ

Ｍもしくは、最寄りのＡＴＭをご利用いただきますようお願い申し上げます。 

 

④ 年金のお受取口座としてご利用のお客様へ 

国民年金・厚生年金・船員年金・労災年金をお受取りのお客様は店舗変更の手続は必要ございませ

ん。但し、国共連年金・公立学校年金・私学事業団年金・上記以外のその他の年金を受給しているお

客様につきましては、店舗変更のお手続きをお願いすることもございます。その際は個別にご連絡さ

せていただきますので、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

⑤ 公共料金・クレジットカード等自動引落をご利用のお客様へ 

公共料金（電気・電話・水道・ガス・ＮＨＫ）、生損保保険料、各種クレジット、その他の自動支

払、定期積金・投資信託等の自動振替は引続きお取扱いさせていただきます。 

お取引いただいている各企業様等に対する変更は、当金庫で手続きさせていただきますので、お客様

にはご負担をおかけしない所存ですが、口座振替の種類によりまして、お客様にご協力をお願いする

場合もございますので、ご了承いただきご協力くださいますようお願い申し上げます。 



⑥ 給与振込・配当金・その他振込のお受取口座としてご利用のお客様へ 

令和２年１１月１６日（月）以降においては、お客様の給与振込口座や送金、その他の振込におい

て、支店名が「本店」、店舗番号が「０２９」に変更となりますので、お勤め先やお振込人様に新し

い店名と店舗番号をご連絡くださるようお願い申し上げます。 

 

⑦ 当座預金をご利用のお客様へ 

お客様がご利用の当座預金（一般小切手・約束手形）についても、口座番号の変更はございません。

小切手帳・約束手形帳につきましては、現在ご使用のものをそのままご使用いただけます。なお、新

しい店舗での小切手帳・約束手形帳にお切り替えをご希望されるお客様は、統合日以降に窓口までお

申し付け下さい。(有料となります。) 

統合日前に振出した旧店舗（万場町支店）の小切手・約束手形が令和２年１１月１６日（月）以降に

支払呈示された場合は、継承店舗（本店）のお取引口座からお支払いさせていただきます。 

 

⑧ 口座開設についてのお願い 

万場町支店においては令和２年１０月１９日（月）から令和２年１１月１３日（金）までの間は、全

ての預金の新規契約取引と書替継続取引ができません（自動継続型定期預金の満期分は、従来通り自

動で継続書替となります）。預金の新規口座開設については、本店においてお手続き下さるようお願

い申し上げます。また、書替継続の手続きについては、令和２年１１月１６日（月）以降に本店にお

いて、お手続き下さるようお願い申し上げます。 

 

⑨ 各種ローン・カードローンをご利用中のお客様へ 

お客様の契約内容に関する変更はございません。ご返済につきましては、現在お使いの口座より従来

通りお引落としさせていただきます。 

 

⑩ 振込カードご利用のお客様へ 

現在ご利用の新庄信用金庫「お振込みカード」については、お受取人様の口座が当金庫の万場町支店

の場合には、令和２年１１月１4日（土）以降ご利用いただけません。大変お手数ですが、令和２年１

１月１６日（月）以降に当金庫のＡＴＭで新しい振込カードをお作り直し下さいますようお願い申し

上げます。 

 

⑪ インターネットバンキングをご利用のお客様へ 

店名および店舗番号が変更となりますので、ご登録されているデータにつきまして、お客様での変更

作業が必要となります。各種マスタ登録の変更をお願い申し上げます。 

 

 

 ご不明な点につきましては「万場町支店」までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 

 新庄信用金庫 万場町支店 新庄市万場町６番８号 電話０２３３-２３-１２６６ 
 

 令和２年１１月１６日（月）以降のお問合せについては「本店」までお願いいたします。 

 新庄信用金庫 本店 新庄市本町２番９号 電話０２３３-２２-４２２２ 

 

 

 


